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長

横

路

孝

弘

殿

衆
議
院
議
員
阿
部
知
子
君
提
出
刑
事
訴
訟
法
第
四
百
七
十
四
条
に
関
す
る
質
問
に
対
し
、
別
紙
答
弁
書
を
送
付
す
る
。



衆
議
院
議
員
阿
部
知
子
君
提
出
刑
事
訴
訟
法
第
四
百
七
十
四
条
に
関
す
る
質
問
に
対
す
る
答
弁
書

一
及
び
二
に
つ
い
て

お
尋
ね
の
「
具
体
的
基
準
、
審
査
項
目
」
又
は
「
要
件
・
基
準
」
を
定
め
た
法
令
は
な
く
、
刑
事
施
設
の
長
に
お
い
て
、

受
刑
者
の
改
善
更
生
の
意
欲
の
喚
起
及
び
円
滑
な
社
会
復
帰
の
促
進
の
観
点
か
ら
、
個
別
の
事
情
に
応
じ
て
、
刑
の
執
行
順

序
変
更
の
申
請
の
要
否
を
適
切
に
判
断
し
、
刑
の
執
行
順
序
変
更
の
申
請
を
行
い
、
検
察
官
に
お
い
て
、
そ
の
当
否
を
個
別

に
審
査
し
て
い
る
。

三
に
つ
い
て

お
尋
ね
の
「
様
式
第
四
十
二
号
」
及
び
「
様
式
第
四
十
三
号
」
に
関
す
る
規
定
と
し
て
は
、
刑
事
訴
訟
法
（
昭
和
二
十
三

年
法
律
第
百
三
十
一
号
）
第
四
百
七
十
四
条
た
だ
し
書
並
び
に
執
行
事
務
規
程
（
平
成
六
年
法
務
省
刑
総
訓
第
二
百
二
十
八

号
大
臣
訓
令
）
第
三
十
七
条
第
二
項
及
び
第
三
項
で
あ
る
。

四
に
つ
い
て

お
尋
ね
は
、
個
々
具
体
的
な
刑
の
執
行
に
関
す
る
事
項
に
か
か
わ
る
も
の
で
あ
る
こ
と
か
ら
、
答
弁
を
差
し
控
え
た
い
。

五
に
つ
い
て

一



お
尋
ね
の
「
刑
事
訴
訟
法
第
四
百
七
十
四
条
に
関
連
す
る
」
の
意
味
が
必
ず
し
も
明
ら
か
で
は
な
い
が
、
御
指
摘
の
執
行

事
務
規
程
の
ほ
か
、
刑
事
訴
訟
法
第
四
百
七
十
四
条
の
解
釈
を
示
し
た
も
の
と
し
て
、
「
刑
事
訴
訟
法
第
四
百
七
十
四
条
の

解
釈
に
つ
い
て
」
（
昭
和
三
十
四
年
三
月
十
六
日
付
け
法
務
省
刑
事
第
三
千
五
百
十
九
号
刑
事
局
長
・
矯
正
局
長
・
保
護
局

長
通
牒
）
が
あ
る
。

二


